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１ 

申
請
免
除（
全
額
・
一
部
）

○
申
請
免
除
の
対
象
と
な
る
方

　
「
申
請
者
本
人
」、「
申
請
者
の
配

偶
者
」、「
世
帯
主
」
の
前
年
の
所
得

が
、
そ
れ
ぞ
れ
定
め
ら
れ
た
基
準
に

該
当
す
る
こ
と
が
要
件
と
な
り
ま
す
。

　

申
請
の
免
除
は
４
段
階
で
左
表
の

と
お
り
で
す
。

 

２ 

若
年
者
納
付
猶
予

○
納
付
猶
予
の
対
象
と
な
る
方

　

30
歳
未
満
の
方
で
「
申
請
者
本

人
」、「
申
請
者
の
配
偶
者
」
の
前
年

の
所
得
が
、
そ
れ
ぞ
れ
定
め
ら
れ
た

基
準
に
該
当
す
る
こ
と
が
要
件
と
な

り
ま
す
。

◎
申
請
免
除
・
納
付
猶
予
の
承
認
期

間
は
７
月
か
ら
翌
年
６
月
ま
で
で

す
。

◎
全
額
免
除
・
若
年
者
納
付
猶
予
は

継
続
申
請
が
で
き
ま
す
。

　

申
請
時
に
あ
ら
か
じ
め
申
請
書
に

継
続
希
望
を
明
記
す
る
こ
と
に
よ
り
、

翌
年
度
以
降
改
め
て
申
請
を
行
わ
な

く
て
も
継
続
し
て
申
請
が
あ
っ
た
も

の
と
み
な
さ
れ
審
査
さ
れ
ま
す
。

 

３ 

学
生
納
付
特
例

　

学
生
本
人
の
前
年
所
得
が
１
１
８

万
円
以
下
で
あ
る
場
合
、
納
付
が
猶

予
さ
れ
ま
す
。
承
認
期
間
は
４
月
か

ら
翌
年
３
月
ま
で
で
す
。
申
請
は
毎

年
必
要
で
す
。

○
申
請
手
続
き
に
必
要
な
も
の

・
年
金
手
帳
ま
た
は
基
礎
年
金
番
号

が
わ
か
る
も
の

・
認
印（
本
人
署
名
の
場
合
は
不

要
）

・
失
業
な
ど
を
理
由
と
す
る
と
き

に
は
、「
雇
用
保
険
受
給
資
格
者

証
」
等
の
写
し

・
学
生
納
付
特
例
は
、
平
成
24
年
度

有
効
の
学
生
証
の
写
し

○
追
納
に
つ
い
て

　

免
除
を
受
け
た
期
間
の
保
険
料
は

10
年
以
内
な
ら
後
か
ら
納
め
る
こ
と

（
追
納
）が
で
き
ま
す
。
追
納
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
老
齢
基
礎
年
金
の
年
金

額
を
満
額
に
近
づ
け
ら
れ
ま
す
。
た

だ
し
、
承
認
を
受
け
た
期
間
の
翌
年

度
か
ら
起
算
し
て
３
年
度
目
以
降
に

追
納
す
る
場
合
は
、
当
時
の
保
険
料

に
加
算
額
が
つ
き
ま
す
の
で
、
早
め

の
追
納
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ

　

町
民
課　

☎
内
線
２
４
７

免除申請の対象となる所得（収入）のめやす

扶養人数 全額免除 4分の3免除 半額免除 4分の1免除
３人扶養 162 万円 230万円 282万円 335万円

（夫婦・子２人） （257万円） （354万円） （420万円） （486万円）

１人扶養 92 万円 142万円 195万円 247万円
（夫婦のみ） （157万円） （229万円） （304万円） （376万円）

扶養なし 57 万円 93万円 141万円 189万円
（122万円） （158万円） （227万円） （296万円）

※本人、配偶者、世帯主それぞれが基準に該当していることが必要です。
※全額免除以外は社会保険料控除等の額によって変わります。
※若年者納付猶予については全額免除の基準になります。

　

70
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
国
民
健
康
保
険
加
入
者
に
交
付

さ
れ
る
「
高
齢
受
給
者
証
」
は
、
毎
年
８
月
に
新
し
い
受

給
者
証
に
更
新
さ
れ
ま
す
。

　

前
年
の
所
得
に
応
じ
て
負
担
割
合
を
判
定
し
、
該
当
す

る
全
て
の
方
に
、
７
月
中
に
新
し
い
受
給
者
証
を
送
付
し

て
い
ま
す
の
で
、
お
手
元
に
届
き
ま
し
た
ら
記
載
内
容
を

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

８
月
１
日
か
ら
75
歳
以
上
の
方
の
「
後
期
高
齢
者
医
療

被
保
険
者
証
」
が
、
新
し
く
な
り
ま
す
。

　

現
在
お
使
い
の
保
険
証（
水
色
）の
有
効
期
限
は
7
月
31

日
ま
で
で
す
。
８
月
１
日
以
降
に
お
使
い
い
た
だ
く
新
し

い
保
険
証（
だ
い
だ
い
色
）は
７
月
中
に
書
留
で
郵
送
し
ま

す
。

　

８
月
１
日
を
過
ぎ
て
も
保
険
証
が
届
か
な
い
場
合
に
は
、

町
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

い
ず
れ
も
、
更
新
前
の
受
給
者
証
・
保
険
証
は
、
８
月
１
日
以
降

に
役
場
ま
た
は
国
府
支
所
へ
ご
返
却
い
た
だ
く
か
、
個
人
情
報
に
ご

注
意
の
上
ご
自
身
で
破
棄
を
お
願
い
し
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ　

町
民
課　

☎
内
線
２
７
４
・
２
７
５

　

４
月
に
、
各
地
区
の
日
赤
協
賛
員

（
区
長
）を
通
じ
て
、
各
家
庭
に
日
赤

社
資
募
金
を
お
願
い
し
、
２
９
６
万

２
，６
０
５
円
の
募
金
が
集
ま
り
ま
し

た
。
皆
様
方
の
温
か
い
ご
理
解
と
ご

協
力
を
い
た
だ
き
、
厚
く
お
礼
申
し

あ
げ
ま
す
。

　

い
た
だ
い
た
ご
厚
意
に
よ
り
日
本

赤
十
字
社
で
は
、
災
害
救
護
や
献
血
、

国
際
救
護
事
業
、
救
急
法
等
の
講
習
、

社
会
福
祉
な
ど
の
活
動
を
積
極
的
に

続
け
て
い
き
ま
す
。

　

今
後
と
も
、
皆
さ
ん
の
温
か
い
ご

支
援
を
お
願
い
し
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ

　

日
本
赤
十
字
社
神
奈
川
県
支
部

　

大
磯
町
分
区（
福
祉
課
内
）

　

☎
内
線
３
１
４

国
民
年
金
保
険
料
免
除
制
度

ご
存
じ
で
す
か
？

日
本
赤
十
字
社
資
募
金

　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

後期高齢者医療
被保険者証の更新

国民健康保険
高齢受給者証

高齢者の医療証を更新

　
前
年
度
の
所
得
が
一
定
基
準
以
下
の
場
合
、
保
険
料
の
納
付
が
免
除
又
は
猶

予
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。
い
ず
れ
の
場
合
も
申
請
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

８月 から


